
３ 試験実施要領 

浄化センターにおける採水は、原則として 1週間のうちで最も水質が安定しているといわれる

水曜日の午前中に行っている。汚泥試料の採取もこれに準じた。主な試験の種類を以下に示す。 

(1) 下水試験 

ア 処理場定常試験：最初沈殿池流出水、反応タンク混合液、返送汚泥、処理水及び放流水を

試料として月１回行う。ただし、全項目試験時は処理場流入水を採取する。 

イ 処理場精密試験：処理場流入水、最初沈殿池流入水、最初沈殿池流出水、反応タンク混合

液、返送汚泥、処理水及び放流水を試料として月 1回行う。 

ウ 全項目・重金属試験：処理場流入水、放流水を試料として６ヶ月に１回行う。 

エ 放流水・反応タンク試験：上記ア及びイの試験を実施しない週に、放流水、反応タンク混

合液及び返送汚泥を試料として行う。 

(2)汚泥試験 

ア 脱水ケーキ試験：脱水ケーキを試料として毎週行う。 

イ 固形分試験：最初沈殿池引抜汚泥、重力濃縮汚泥、余剰濃縮汚泥、混合汚泥、脱水機供給

汚泥、消化汚泥及び投入し尿を試料として月１回行う。 

ウ 汚泥精密試験：固形分試験に重力濃縮越流水、余剰濃縮分離液及び脱水分離液を加えた試

料として月 1回行う。 

エ 脱水ケーキ含有量試験：脱水ケーキの含有量試験を６ヶ月に１回、ウと同時に行う。 

(3) 消化ガス試験 

脱硫前後の消化ガスを試料として３ヶ月に 1回行う。 

(4) 事業場排水 

 事業場排水試験は原則として外部委託であるが、揮発性有機物質（ジクロロメタン等）、有害

金属類の一部については、水質管理課で行う。 

(5) その他 

 下水道の工事に係わる試験、下水道の維持管理に必要な試験及び調査研究等を行う。 

４ 試験成績等の記載方法 

試験成績及び処理状況等の記載にあたっては、次の基準に従った。 

(1) 定量下限値は、試験の目的と数値の必要性を考慮して定めるものとする。定量下限値に満た

ないものは”<（定量下限値）”として示す。 

(2) 表示桁数は、試験の精度と数値の必要性に基づき 2桁又は 3桁とする。 

(3) 浮遊物質は、反応タンク混合液では MLSS、返送汚泥では RSSS、その他では SS と記す。 

(4) 最初沈殿池を初沈、最終沈殿池を終沈とする場合がある。 

(5) 処理水とは最終沈殿池越流水とする。 

(6) 生物試験では、観察されないものは空欄とする。 

(7) 生物試験の記載は、原生動物及び後生動物の出現状況に応じて５群に分類し、分類できない

ものはその他に分類する。 

(8) I 群、V群、その他に分類されるもののうち、鞭毛虫類及び Spirochaeta については、顕微鏡

における倍率100倍での1視野内の平均個体数としてrr(2個以下)、r(2～5個)、+(6～19個)、

++(20～99 個)、+++(100 個以上)の 5 段階の等級で表示し、各群の合計数には含めない。また

糸状細菌は下水試験法に準じ、繁殖度合いの少ない方から、-、rr、r、+、++、+++、++++の 7

段階で表記する。 
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５ 試験方法及び試験成績表示方法 

（１）下水試験(下水、事業場排水) 

試 験 項 目 単 位 試 験 方 法 定量下限値 

表 示 方 法 

最 小 単

位 
桁数 

気 温 ・ 水 温 ℃ 下水試験方法 2.1.2  小1位 3 

濁 度 度 下水試験方法 2.1.5（積分球式光電光度法） 0.1 小1位 2 

電 気 伝 導 率 μS/cm JIS K 0102 13 1 1位 3 

ｐＨ  下水試験方法 2.1.8（ガラス電極法）  小1位 3 

蒸 発 残 留 物 mg/L 下水試験方法 2.1.9 1 1位 3 

溶 解 性 物 質 mg/L 溶解性物質＝蒸発残留物－浮遊物質 1 1位 3 

浮 遊 物 質 ( Ｓ Ｓ ) mg/L 下水試験方法 2.1.12 （ガラス繊維ろ紙法） 1 1位 3 

強 熱 残 留 物 mg/L 下水試験方法 2.1.10 1 1位 3 

強 熱 減 量 mg/L 下水試験方法 2.1.11 1 1位 3 

溶 存 酸 素 mg/L 下水試験方法 2.1.19 （隔膜電極法） 0.1 小1位 2 

Ｂ Ｏ Ｄ mg/L 下水試験方法 2.1.21 1.0 小1位 2 

Ｃ － Ｂ Ｏ Ｄ mg/L 下水試験方法 2.1.21（ＡＴＵ添加濃度は1.0 mg/l） 1.0 小1位 2 

Ｃ Ｏ Ｄ mg/L 下水試験方法 2.1.22 （ＫＭnＯ4硝酸銀法） 1.0 小1位 2 

全 窒 素 mg/L 下水試験方法 2.1.29 （紫外線吸光光度法） 0.2 小1位 2 

ア ン モ ニ ア 性 窒 素 mg/L 下水試験方法 2.1.25 （ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法） 0.1 小1位 2 

亜 硝 酸 性 窒 素 mg/L 下水試験方法 2.1.26 （ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法） 0.1 小1位 2 

硝 酸 性 窒 素 mg/L 下水試験方法 2.1.27 （ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法） 0.1 小1位 2 

全 り ん mg/L 下水試験方法 2.1.30 (ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解法参考) 0.02 小2位 2 

酢 酸 mg/L イオンクロマトグラフ法 1 1位 2 

ヘ キ サ ン 抽 出 物 質 mg/L 下水試験方法 2.1.40（抽出法） 1 1位 2 

大 腸 菌 群 数 個/cm3 下水試験方法 6.4.2（平板培養法） 0 1位 2 

トリクロロエチレン mg/L 下水試験方法 2.2.5(ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法) 0.01 小2位 2 

テトラクロロエチレン mg/L 下水試験方法 2.2.5(ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法) 0.01 小2位 2 

ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L 下水試験方法 2.2.5(ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法) 0.02 小2位 2 

四 塩 化 炭 素 mg/L 下水試験方法 2.2.5(ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法) 0.002 小3位 2 

1 , 2 -ジクロロエタン mg/L 下水試験方法 2.2.5(ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法) 0.004 小3位 2 

1,1-ジクロロエチレン mg/L 下水試験方法 2.2.5(ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法) 0.1 小1位 2 

ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L 下水試験方法 2.2.5(ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法) 0.04 小2位 2 

1,1,1-トリクロロエタン mg/L 下水試験方法 2.2.5(ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法) 0.3 小1位 2 

1,1,2-トリクロロエタン mg/L 下水試験方法 2.2.5(ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法) 0.006 小3位 2 

1,3-ジクロロプロペン mg/L 下水試験方法 2.2.5(ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法) 0.002 小3位 2 

ベ ン ゼ ン mg/L 下水試験方法 2.2.5(ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法) 0.01 小2位 2 

1 , 4 - ジ オ キ サ ン mg/L 下水試験方法 2.2.7(ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法) 0.05 小2位 2 

ト ル エ ン mg/L 下水試験方法 2.2.5(ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法) 0.01 小2位 2 

ほ う 素 mg/L 下水試験方法 3.2.15（ICP質量分析法） 0.1 小1位 2 

ふ っ 素 mg/L 下水試験方法 2.1.34（ｲｵﾝ電極法） 0.8 小1位 2 
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下水試験 つづき 

試 験 項 目 単 位 試 験 方 法 定量下限値 
表 示 方 法  

最小単位 桁数 

チ ウ ラ ム mg/L 下水試験方法 2.2.6（高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ） 0.006 小3位 2 

シ マ ジ ン mg/L 下水試験方法 2.2.6（ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法） 0.003 小3位 2 

チ オ ベ ン カ ル ブ mg/L 下水試験方法 2.2.6（ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法） 0.02 小2位 2 

セ レ ン mg/L 下水試験方法 3.2.7（ICP質量分析法） 0.005 小3位 2 

全 シ ア ン  mg/L 下水試験方法 2.1.33（4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ法) 0.1 小1位 2 

フ ェ ノ ー ル 類  mg/L 下水試験方法 2.1.42（吸光光度法） 0.5 小1位 2 

有 機 り ん  mg/L 下水試験方法 2.2.2（ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法） 0.1 小1位 2 

銅  mg/L 下水試験方法 3.2.8（ICP質量分析法） 0.02 小2位 2 

亜 鉛  mg/L 下水試験方法 3.2.9（ICP質量分析法） 0.05 小2位 2 

鉛  mg/L 下水試験方法 3.2.2（ICP質量分析法） 0.005 小3位 2 

カ ド ミ ウ ム  mg/L 下水試験方法 3.2.1（ICP質量分析法） 0.003 小3位 2 

全 水 銀  mg/L 下水試験方法 3.2.5（還元気化原子吸光法） 0.0005 小4位 2 

ア ル キ ル 水 銀  mg/L 下水試験方法 2.2.4（ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法） 0.0005 小4位 2 

全 ク ロ ム  mg/L 下水試験方法 3.2.3（ICP質量分析法） 0.05 小2位 2 

六 価 ク ロ ム  mg/L 下水試験方法 3.2.4（吸光光度法） 0.05 小2位 2 

溶 解 性 マ ン ガ ン  mg/L 下水試験方法 3.2.13（ICP質量分析法） 0.05 小2位 2 

溶 解 性 鉄  mg/L 下水試験方法 3.2.11（ICP質量分析法） 0.05 小2位 2 

ひ 素  mg/L 下水試験方法 3.2.5（ICP質量分析法） 0.005 小3位 2 

Ｐ Ｃ Ｂ  mg/L 下水試験方法 2.2.3（ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法） 0.0005 小4位 2 

ア ン チ モ ン  mg/L 下水試験方法 3.2.18（ICP質量分析法） 0.005 小3位 2 

銀  mg/L 下水試験方法 3.2.34（ICP質量分析法） 0.005 小3位 2 

ニ ッ ケ ル  mg/L 下水試験方法 3.2.16（ICP質量分析法） 0.005 小3位 2 

モ リ ブ デ ン  mg/L 下水試験方法 3.2.17（ICP質量分析法） 0.005 小3位 2 

ダ イ オ キ シ ン 類 ＊ JIS K 0312 － － － 

＊ ダイオキシン類は pg-TEQ/L（TEQ:2,3,7,8－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値）

（２）反応タンク試験 

試 験 項 目 単 位 試 験 方 法 
表 示 方 法 

最 小 単 位 桁 数 

水 温 ℃ 下水試験方法 4.1.2 小1位 3 

ｐＨ  下水試験方法 4.1.4（ガラス電極法） 小1位 3 

浮遊物質(M L S S , R S S S ) mg/L 下水試験方法 4.1.6（ガラス繊維ろ紙法） 1位 3 

有機性浮遊物質(MLVSS) mg/L 下水試験方法 4.1.7 1位 3 

有機性浮遊物質百分率 ％ 有機性浮遊物質百分率=MLVSS/MLSS×100 1位 2 

活性汚泥沈殿率（ＳＶ） vol% 下水試験方法 4.1.8 1位 2 

溶 存 酸 素 mg/L 下水試験方法 4.1.9（隔膜電極法） 小1位 2 

生 物 試 験 個/mL 

下水試験方法 6.3 

 個体数の数えにくいものは等級表示 

 ( -、rr、r、+、++、+++、++++ ) 

10位 3 
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（３）汚泥（脱水ケーキ）試験 

試 験 項 目 単 位 試 験 方 法 定量下限値 
表 示 方 法 

最小単位 桁数 

ｐＨ  下水試験方法 5.1.5（ガラス電極法）  小1位 3 

固形分（蒸発残留物） ％ 下水試験方法 5.1.6   小1位＊ 2＊ 

有機分（強熱減量） ％ 下水試験方法 5.1.8  小1位 3 

銅 mg/kg 下水試験方法 3.2.8（ICP質量分析法） 5 1位 2 

亜 鉛 mg/kg 下水試験方法 3.2.9（ICP質量分析法） 5 1位 2 

全 鉄 mg/kg 下水試験方法 3.2.10（ICP質量分析法） 5 1位 2 

全 マ ン ガ ン mg/kg 下水試験方法 3.2.12（ICP質量分析法） 5 1位 2 

カ ド ミ ウ ム mg/kg 下水試験方法 3.2.1（ICP質量分析法） 1 1位 2 

鉛 mg/kg 下水試験方法 3.2.2（ICP質量分析法） 5 1位 2 

全 ク ロ ム mg/kg 下水試験方法 3.2.3（ICP質量分析法） 5 1位 2 

ひ 素 mg/kg 下水試験方法 3.2.5（ICP質量分析法） 1 1位 2 

全 水 銀 mg/kg 下水試験方法 3.2.6（還元気化原子吸光法） 0.025 小3位 2 

セ レ ン mg/kg 下水試験方法 3.2.7（ICP質量分析法） 1 1位 2 

ほ う 素 mg/kg 下水試験方法 3.2.15（ICP質量分析法） 5 1位 2 

ニ ッ ケ ル mg/kg 下水試験方法 3.2.16（ICP質量分析法） 5 1位 2 

モ リ ブ デ ン mg/kg 下水試験方法 3.2.17（ICP質量分析法） 1 1位 2 

銀 mg/kg 下水試験方法 3.2.34（ICP質量分析法） 1 1位 2 

ア ン チ モ ン mg/kg 下水試験方法 3.2.18（ICP質量分析法） 1 1位 2 

 

（単位は、固形分を除き、汚泥乾燥重量当たり）  

＊：脱水ケーキについては最小単位:小 2 位、桁数：4 で表示 

 

 

（４）消化ガス試験 

試 験 項 目 単 位 試 験 方 法 定量下限値 
表 示 方 法 

最小単位 桁数 

メ タ ン ％ 下水試験方法  5.5.2 (ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法) 0.1 小1位 3 

炭 酸 ガ ス ％ 下水試験方法  5.5.2 (ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法) 0.1 小1位 3 

硫 化 水 素 ％ 下水試験方法  5.5.3 (ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法) 0.001 小3位 2 
 

 

JIS K 0102 ：JIS K 0102(2019) 

JIS K 0312 ：JIS K 0312(2020) 

下水試験方法 ：下水試験方法(2012) 

番号は編、章、節の順に表記している（例 1.3.3→第 1 編第 3章第 3節） 
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６ 排水基準 

浄化センターに係る放流水の排水基準については次のとおりである。 北九州市の浄化セ

ンターは，すべて瀬戸内海水域に係る上乗せ基準が適用される。 

 生活環境項目を別表第１に、有害物質を別表第２に掲げる。 

 

別表第１           単位：mg/L（水素イオン濃度を除く。大腸菌群数は個/mL。） 

項 目 

下水道法に

規定する放

流水の水質

の技術上の

基準 1) 

水質汚濁防止法に規定す

る一律基準（許容限度） 

2) 

瀬戸内海水域に係

る上乗せ排水基準 

3) 

 

日間平均 最 大 
日間平

均 
最 大  

水 素 イ オ ン 濃 度 ( p H ) 5.8 ～ 8.6 5.8～8.6(5.0～9.0) ｲ）     

生物化学的酸素要求量(BOD) 15（40） ｳ) 120 160 20 30  

化学的酸素要求量(COD)*  120 160   

浮 遊 物 質 量（SS） 40 150 200 70  100 ｱ）  

ﾍ ｷ ｻ ﾝ抽出物質(鉱油類 )   5  

ﾍｷｻﾝ抽出物質(動植物油脂類)   30  

フ ェ ノ ー ル 類 含 有 量   5  

銅   含   有   量   3  

亜  鉛  含  有  量   2  

溶  解  性  鉄  含  有  量   10  

溶 解 性マンガン含有量   10  

ク  ロ  ム  含  有  量   2  

大  腸  菌  群  数 3,000 3,000   

窒  素  含  有  量*  60 120  

り  ん  含  有  量*  8 16 

 
 
１）下水道法施行令第６条(昭和 34 年政令第 147 号)   
 
２）排水基準を定める総理府令(昭和 46 年総理府令第 35 号)   
 
３) 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例（昭和 48 年福岡県
条例第８号） 

 
* 総量規制基準 Ｌ＝Ｃ×Ｑ×１０－３ｋｇ／日 

Ｃ値：COD：２０ｍｇ／Ｌ 

   窒素：２０ｍｇ／Ｌ 

      りん：２ｍｇ／Ｌ 

Ｑ値：現有施設における処理能力（ｍ３／日） 

 

ｱ） 洞海湾、響灘（若松区妙見崎灯台から、日明浄化センターに至る陸岸の地先海域）を
除く瀬戸内海水域に排出水を排出する浄化センターに係る基準。  
新町、曽根浄化センターが該当する。 

 

ｲ） ( )内は海域を放流先とする場合の基準。日明浄化センター、皇后崎浄化センター第
二処理施設が該当する。 

 

ｳ） ( )内は合流式公共下水道の雨天時放流水に係る水質基準。曽根浄化センターを除く

各浄化センターが該当する。 
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別表第２                               単位：mg/L 

項 目 
下水道法に規定する放流水

の水質の技術上の基準 1) 

水質汚濁防止法に規定する 

一律基準（許容限度） 2) 

 

 

カドミウム及びその化合物  0.03  

シ  ア  ン  化  合  物  1  

有  機  り  ん  化  合  物  1  

鉛 及 び そ の 化 合 物  0.1  

六 価 ク ロ ム 化 合 物  0.2  

ひ 素 及 び そ の 化 合 物  0.1  

水 銀 及 び 水 銀 化 合 物  0.005  

ア ル キ ル 水 銀 化 合 物  検出されないこと。  

Ｐ   Ｃ   Ｂ  0.003  

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン  0.1  

テ ト ラ ク ロ ロエ チレ ン  0.1  

ジ ク ロ ロ メ タ ン  0.2  

四 塩 化 炭 素  0.02  

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン  0.04  

1 , 1 - ジクロロエチレン  1  

ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン  0.4  

1,1,1-トリクロロエタン  3  

1,1,2-トリクロロエタン  0.06  

1 , 3 - ジクロロプロペン  0.02  

チ ウ ラ ム  0.06  

シ マ ジ ン  0.03  

チ オ ベ ン カ ル ブ  0.2  

ベ ン ゼ ン  0.1  

セ レ ン  0.1  

ほ う 素 及 び その 化合 物  10(230) ｲ）  

ふ つ 素 及 び その 化合 物   8 (15) ｲ）  

窒 素 化 合 物  100 ｴ）  

1 , 4 - ジ オ キ サ ン  0.5  

ダ  イ  オ  キ  シ  ン  類 10 pg-TEQ/L ｵ）    

 
 
１） 下水道法施行令第６条(昭和 34 年政令第 147 号)   
 
２） 排水基準を定める省令 (昭和 46 年総理府令第 35 号)   
 
 
ｲ） ( )内は海域を放流先とする場合の基準。日明浄化センター、皇后崎浄化センター第

二処理施設が該当する。 
 

ｴ） アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素の合計値 

 

ｵ） ダイオキシン類対策特別措置法水質基準対象施設に係る基準 

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第１条（平成 11 年総理府令第 67号） 
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７ 環境基準 

浄化センターの放流水の放流水域とその水域の類型指定状況及び環境基準値は次のとおり

である。（水質汚濁に係る環境基準について 昭和 46 年環境庁告示第 59 号） 

（１）人の健康の保護に関する基準（全公共用水域が対象） 

項 目 基 準 値 

カ ド ミ ウ ム 0.003 mg/L 以下 

全 シ  ア  ン 検出されないこと。 

鉛 0.01 mg/L 以下 

六 価 ク ロ ム 0.02 mg/L 以下 

砒 素 0.01 mg/L 以下 

総 水 銀 0.0005 mg/L 以下 

ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと。 

Ｐ Ｃ Ｂ 検出されないこと。 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02 mg/L 以下 

四 塩 化 炭 素 0.002 mg/L 以下 

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.004 mg/L 以下 

1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1 mg/L 以下 

シス - 1 , 2 - ジクロロエチレン 0.04 mg/L 以下 

1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン 1 mg/L 以下 

1 , 1 , 2 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン 0.006 mg/L 以下 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 mg/L 以下 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 mg/L 以下 

1 , 3 - ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 0.002 mg/L 以下 

チ オ ベ ン カ ル ブ 0.02 mg/L 以下 

シ マ ジ ン 0.003 mg/L 以下 

チ ウ ラ ム 0.006 mg/L 以下 

ベ ン ゼ ン 0.01 mg/L 以下 

セ レ ン 0.01 mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L 以下 

ふ つ 素 0.8 mg/L 以下 

ほ う 素 1 mg/L 以下 

1 , 4 - ジ オ キ サ ン 0.05 mg/L 以下 

 

備考 １ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係わる基準値については、最 

     高値とする。 

   ２ 「検出されないこと」とは、環境庁が定めた測定方法により測定した場合にお 

     いて、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。以下、同じ。 

   ３ 海域については、ふつ素及びほう素の基準値は適用しない。 
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（２）生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

水 域 村 中 川 竹 馬 川 割 子 川 新栄盛川第1支流 

類 型 Ｂ Ｄ Ｄ － 

達 成 期 間 イ イ イ － 

項

目 

ｐＨ 
6.5 以上 

8.5 以下 

6.0 以上 

8.5 以下 

6.0 以上 

8.5 以下 
－ 

Ｂ Ｏ Ｄ 3 mg/L 以下 8 mg/L 以下 8 mg/L 以下 － 

Ｓ Ｓ 25 mg/L 以下 100 mg/L 以下 100 mg/L 以下 － 

溶 存 酸 素 量 5 mg/L 以上 2 mg/L 以上 2 mg/L 以上 － 

大 腸 菌 数 1,000 CFU/100mL以下 － － － 

備

考 
浄化センター 新 町 曽 根 皇 后 崎 北 湊 

達成期間の分類「イ」は直ちに達成 

（３）生活環境の保全に関する環境基準（海域） 

水 域 洞海湾湾口部 奥 洞 海 響灘・周防灘 周 防 灘 

類 型 Ｂ Ｃ Ａ Ａ 

達 成 期 間 ロ ロ イ ハ 

項

目 

ｐＨ 
7.8 以上 

8.3 以下 

7.0 以上 

8.3 以下 

7.8 以上 

8.3 以下 

7.8 以上 

8.3 以下 

Ｃ Ｏ Ｄ 3 mg/L 以下 8 mg/L 以下 2 mg/L 以下 2 mg/L 以下 

溶 存 酸 素 量 5 mg/L 以上 2 mg/L 以上 7.5 mg/L 以上 7.5 mg/L 以上 

大 腸 菌 数 － － 300 CFU/100mL以下 300 CFU/100mL以下 

ﾍｷｻﾝ抽出物質 検出されないこと。 － 検出されないこと。 検出されないこと。 

備

考 
浄化センター 日 明 皇 后 崎 新 町 ・ 北 湊 曽 根 

達成期間の分類「イ」は、直ちに達成 
達成期間の分類「ロ」は、５年以内で可及的すみやかに達成 
達成期間の分類「ハ」は、５年を超える期間で可及的すみやかに達成 

（４）生活環境の保全に関する環境基準（海域の窒素及び燐に係る環境基準） 

水 域 響 灘 及 び 周 防 灘 洞 海 湾 

類 型 Ⅱ Ⅳ 

達 成 期 間 直 ち に 達 成 す る 。 直 ち に 達 成 す る 。 

項

目 

全 窒 素 0.3 mg/L 以下 1 mg/L 以下 

全 り ん 0.03 mg/L 以下 0.09 mg/L 以下 

備

考 
浄化センター 新 町 ・ 北 湊 ・ 曽 根 日 明 ・ 皇 后 崎 

 

 

（５）ダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境基準 

                     （平成 11 年 12 月 27 日 環境庁告示第 68号） 

媒体 基準値 

水質 １ｐｇ－ＴＥＱ／Ｌ以下 
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(６)水生生物の保全に係る水質環境基準（海域） 

水 域 
響灘及び周防灘（響灘及び周

防灘（イ）に係る部分を除く。） 
響灘及び周防灘（イ） 

類 型 海域生物 A 海域生物特 A 

達 成 期 間 直 ち に 達 成 す る 。 直 ち に 達 成 す る 。 

項

目 

全 亜 鉛 0.02 mg/L 以下 0.01 mg/L 以下 

ノニルフェノール 0.001 mg/L 以下 0.0007 mg/L 以下 

直鎖アルキルベンゼン

スルホン酸及びその塩 
0.01 mg/L 以下 0.006 mg/L 以下 

備

考 
浄 化 セ ン タ ー 日 明 ・ 北 湊 ・ 皇 后 崎 新 町 ・ 曽 根 
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８ 管理指標 

（１）表示方法 

項 目 単 位 最 小単位 桁 数 備 考 

S V I ( 汚 泥 容 量 指 標 ) mL/g 1位 2 
下水試験方法 4.1.8 

下水道維持管理指針(2014)実務編p521 

S R T  ( 固 形 物 滞 留 時 間 ) 日 小1位 2 
下水試験方法 4.1.6 

下水道維持管理指針(2014)実務編p25 

B O D - S S 負 荷 kg/SSkg・日 小2位 2 下水道維持管理指針(2014)実務編p25 

処 理 場 流 入 水 量 ×100m3/日 1位 3 場内循環水含む 

反 応 タ ン ク 流 入 水 量 m3/hr・槽 1位 2  

最 初 沈 殿 池 沈 殿 時 間 hr 小1位 2  

返 送 汚 泥 率 % 1位 2  

送 気 倍 率 倍 小1位 2  

反 応 タ ン ク 滞 留 時 間 hr 小1位 2  

最 終 沈 殿 池 沈 殿 時 間 hr 小1位 2  

終 沈 水 面 積 負 荷 m3/m2・日 1位 2 下水道維持管理指針(2014)実務編p508 

余 剰 汚 泥 引 抜 率 % 小1位 2  

塩 素 注 入 率 mg/L 小1位 2 
 

 

濃 縮 タ ン ク 投 入 汚 泥 量 m3/日 1位 3  

濃 縮 タ ン ク 滞 留 時 間 hr 小1位 2 下水道維持管理指針(2014)実務編p794 

濃 縮 タ ン ク 固 形 物 負 荷 kg/m2・日 小1位 2 下水道維持管理指針(2014)実務編p794 

消 化 日 数 日 小1位 2 下水道維持管理指針(2014)実務編p840 

消 化 率 ％ 1位 2 下水道維持管理指針(2014)実務編p838 

ガ ス 発 生 率 倍 小1位 2 下水道維持管理指針(2014)実務編p840 

 注）処理場流入水量等の運転条件は採水日前日9:00～採水日当日8:00の値である。 

（一部浄化センターは前日10:00～当日9:00） 
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（ ）＝
４

（ ）

（日）＝
反応ﾀﾝｸ容量（ ） （ ）

（ ） 余剰汚泥量（ 日）＋処理水 （ ） 反応ﾀﾝｸ流入水量（ 日）

・ 負荷（ ・日）＝
最初沈殿池流出水 （ ） 反応ﾀﾝｸ流入水量（ 日）

反応ﾀﾝｸ容量（ ） （ ）

最初沈殿池沈殿時間（ ）
最初沈殿池容量（ ） （ 日）

処理場流入水量（ 日）

返送汚泥率 ％
返送汚泥量（ 日）

反応ﾀﾝｸ流入水量（ 日）

送気倍率（倍）
送気量（ 日）

反応ﾀﾝｸ流入水量（ 日）

反応タンク滞留時間（ ）
反応ﾀﾝｸ容量（ ） （ 日）

反応ﾀﾝｸ流入水量（ 日）

最終沈殿池沈殿時間（ ）
最終沈殿池容量（ ） （ 日）

反応ﾀﾝｸ流入水量（ 日）

終沈水面積負荷（ ・日）
反応ﾀﾝｸ流入水量（ 日）

終沈表面積（ ）

余剰汚泥引抜率 ％
余剰汚泥量（ 日）

反応ﾀﾝｸ流入水量（ 日）

塩素注入率（ ）
次亜塩素酸ソーダ量 比重 有効塩素

処理場流入水量（ 日）

濃縮タンク滞留時間（ ）
濃縮タンク容量（ ） （ 日）

濃縮タンク投入汚泥量（ 日）

重力式濃縮タンク固形物負荷（ ・日）
初沈引抜汚泥固形分（％） 濃縮タンク投入汚泥量（ 日）

濃縮タンク水面積（ ）

消化日数（日）
消化タンク容量（ ）

消化タンク投入汚泥量（ 日）

消化率 ％
消化タンク投入汚泥無機分 ％ 消化汚泥有機分 ％

消化タンク投入汚泥有機分 ％ 消化汚泥無機分 ％

ガス発生率（倍）
発生ガス量（ 日）

消化タンク投入汚泥量（ 日）

（２）計算方法 

SVI mL/g SV(vol%) × 10MLSS mg/L  

SRT m × MLSS mg/LRSSS mg/L × m / SS mg/L × m /  

BOD SS kg/SSkg BOD mg/L × m /m × MLSS mg/L  

hr = m × 24 hr/m /  

  = m /m / × 100 
= m / m /  

hr = m × 24 hr/m /  

hr = m × 24 hr/m /  

m /m = m /m  

  = m /m / × 100 
mg/L = (L) × 1.2  × 0.12  m / × 1000 

hr = m × 24 hr/m /  

kg/m = × m / × 10m  

= m m /  

  =   ×     ×   × 100 
= m / m /  
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